
平成30年度の三輪以上の軽自動車税の税額（年額）は以下の通りです。なお、軽自動車税は、毎年4月1日現在の所
有者に課税されます。

車両の種類
税額（年額） ②平成27年4月1日以降に初めて車両番号の指定を

受ける車両に適用され、その指定を受けた月（自
動車検査証の「初度検査年月」）から13年経過す
るまで適用されます。

③環境負荷の大きい車両について、初度検査年月か
ら13年経過した翌年度から適用されます。平成
30年度に対象となる車両は、初度検査年月が平
成17年3月以前の車両になります。

※②および③以外の車両は①の税額となります。

① ② ③

四輪以上

乗用（営業用） 5,500円 6,900円 8,200円
乗用（自家用） 7,200円 10,800円 12,900円
貨物（営業用） 3,000円 3,800円 4,500円
貨物（自家用） 4,000円 5,000円 6,000円
三輪 3,100円 3,900円 4,600円

燃費性能に応じたグリーン化特例…平成29年度中に車両番号の指定を受けた三輪以上の軽自動車は、平成30年度の
みグリーン化特例（軽課税率）が適用されます。

車両の種類

税額（年額） ①天然ガス自動車＝平成30年排出ガス基準適合ま
たは平成21年排出ガス基準10％低減達成車

②乗用＝平成32年度燃費基準+30％達成車
　貨物＝平成27年度燃費基準+35％達成車
③乗用＝平成32年度燃費基準+10％達成車
　貨物＝平成27年度燃費基準+15％達成車
※②および③は、いずれも平成30年排出ガス基準
50％低減または平成17年排出ガス基準75％低
減達成車に限ります。

①電気自動
車及び天然
ガス自動車

②ガソリン
車・ハイブ
リッド車

③ガソリン
車・ハイブ
リッド車

四輪以上

乗用（営業用） 1,800円 3,500円 5,200円
乗用（自家用） 2,700円 5,400円 8,100円
貨物（営業用） 1,000円 1,900円 2,900円
貨物（自家用） 1,300円 2,500円 3,800円
三輪 1,000円 2,000円 3,000円 　税務課（内線183）
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